


安全保護具貸与規程


（適　　用）
第１条　　この規程は、正社員就業規則第42条第２項第４号に基づき、正社員の安全衛生に係わる安全保護具の貸与について定めたものである。

（安全保護具の種類）
第２条　　安全保護具の種類は、次のとおりである。
1.　作業服
2.　安全靴
3.　保安帽
4.　その他安全衛生上必要な保護具

（遵守義務）
第３条　　貸与された安全保護具は、作業中必ず着用または使用を怠ってはならない。
②　貸与された安全保護具は大切に取扱い、各自が常に清潔・有効に保持しなければならない。

（）
第４条　　作業服の貸与は、次のとおりとする。
	種      類
	対 象 者
	更 新 期 間

	作業服（シャツ・ズボン）
	事務系（※）
現業部門
	１年

	作業服（上着）・防寒着
	全　員（※）
	３年

	事務服
	全　員
	３年


　　（※）使用可能なものについては更新しない。
②　更新期間の中途で必要性が生じた場合は特別貸与とする。

（）
第５条　　安全靴の貸与は、次のとおりとする。
	種　　類
	対　象　者
	更  新  期  間

	
	全　　　員
	使用不能までの期間

	
	
	〃       〃

	静電気安全靴
	電気計装者
	〃       〃



（）
第６条　　保安帽の貸与は、次のとおりとする。
	種    類
	対  象  者
	更  新  期  間

	ヘルメット
	全      員
	使用不能までの期間



（その他安全衛生上必要な保護具）
第７条　　安全衛生上会社が必要と認めたものについて、その都度定め貸与するものとする。

（交　　換）
第８条　　安全保護具は、貸与期間内でも使用に耐えられないと所属課長または係長が認めた場合は、新品と交換することができる。

（返　　納）
第９条　　正社員は、退職または解雇されたときは、貸与された安全保護具のすべてを会社に返納しなければならない。


付　　則

第１条　　この規程は、1995年10月１日から施行する。

 （一部改正の沿革）
           2001年 3月16日
           2021年 3月16日
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